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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第４期

第１四半期
累計期間

第３期

会計期間
自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

自 2020年10月１日
至 2021年９月30日

売上高 (千円) 1,010,356 1,328,039

経常利益 (千円) 705,976 557,932

四半期（当期）純利益 (千円) 486,158 368,164

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ―

資本金 (千円) 205,565 205,565

発行済株式総数
　普通株式
　Ａ種優先株式
　Ｂ種優先株式

(株)
4,950,000
550,000
660,000

4,950,000
550,000
660,000

純資産額 (千円) 1,264,859 777,777

総資産額 (千円) 1,893,019 1,353,586

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 26.31 19.92

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ―

自己資本比率 (％) 66.8 57.5

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．当社は、2021年１月12日付で株式１株につき500株の割合で、また2022年３月16日付で株式１株につき３株の

割合で株式分割を行っておりますが、第３期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期

（当期）純利益を算定しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は

非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルスの変異株が確認される等、依然として先行

きが不透明な状態が続いております。

当社の事業ドメインである中小Ｍ＆Ａ市場は、経営者の高齢化および後継者不在企業の増加という実態と、Ｍ＆

Ａによる事業承継を推進する行政の政策により拡大を続けております。当社は１社でも多くの企業の事業承継を支

援すべく、ＡＩマッチングアルゴリズムの精度向上、業務のＤⅩ推進という２軸で効率的なＭ＆Ａの実現に取り組

んでおります。Ｍ＆Ａアドバイザーの採用も順調に推移し、当初計画を上回る推移となっております。

このような事業環境下において、当第１四半期累計期間における売上高は1,010,356千円、営業利益は711,116千

円、経常利益は705,976千円、四半期純利益は486,158千円となりました。

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

（Ｍ＆Ａ仲介）

当事業年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めながら着実に案件を進捗させ、成約件数17件と堅調に

推移しております。

また、今後の業績拡大を図るため引き続き積極的な採用を進めており、当事業年度においてＭ＆Ａアドバイザー

を９名増員しました。

この結果、売上高は1,007,571千円、セグメント利益は784,817千円となりました。

（その他）

その他につきましては、ＷＥＢマーケティング支援事業であり、売上高は2,785千円、セグメント利益は1,376千

円となりました。

（2）財政状況の分析

資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

当第１四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ470,986千円増加し、1,715,687千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が496,209千円増加、前払費用が22,275千円増加、売掛金49,202千円減少したこと

によるものであります。

当第１四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べ68,446千円増加し、177,332千円となりまし

た。これは主に、差入保証金が72,368千円増加したことによるものであります。

（負債の部）

当第１四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ59,801千円増加し、499,310千円となりまし

た。これは主に、未払費用が40,495千円増加、未払金が21,600千円増加、預り金が15,140千円減少したことによる

ものであります。

当第１四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末に比べ7,450千円減少し、128,849千円となりまし

た。これは主に、長期借入金が7,185千円減少したことによるものであります。
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（純資産の部）

当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ487,082千円増加し、1,264,859千円となりました。こ

れは、四半期純利益を486,158千円計上、新株予約権が924千円増加したことによるものであります。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が事業上及び財務上対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

Ａ種優先株式 2,000,000

Ｂ種優先株式 2,000,000

計 20,000,000

（注）１．2022年２月21日開催の取締役会決議により、2022年３月16日付で定款の変更が行われて、発行可能株式総数

は50,000,000株増加し、70,000,000株になっております。

２．2022年２月21日開催の取締役会決議により、2022年３月16日付で株式１株につき３株の割合で株式分割を行

っております。

３．2022年３月４日開催の臨時株主総会決議により、同日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式に係る定款の定めを

廃止しております。

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年３月24日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,950,000 18,480,000 非上場

完全議決権株式であり権利内容
に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であり
ます。

Ａ種優先株式 550,000 ― 非上場

完全議決権株式であり、権利内
容として残余財産分配権を株式
の払込価格の１倍とする株式で
あります。

Ｂ種優先株式 660,000 ― 非上場 同上

計 6,160,000 18,480,000 ― ―

（注）１．2022年２月10日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交

付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式の全てについて、会社法第178条の規定

に基づき、2022年２月14日開催の取締役会決議により、同日付で消却しております。

２．2022年２月21日開催の取締役会決議により、2022年３月16日付で株式１株につき３株の割合で株式分割を行

っております。これにより発行済株式数は18,467,680株増加し、18,480,000株となっております。

３．2022年３月４日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部変更が行われ、１単元を100株とする

単元株制度を採用しております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第３回新株予約権

決議年月日 2021年10月25日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 ２
当社従業員 26

新株予約権の数（個）※ 228,660

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株） ※

普通株式 228,660

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ 1,086 （注）２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2023年10月26日 至 2031年10月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円） ※

発行価格 1,086
資本組入額 543

新株予約権の行使の条件 ※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する
ものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
※

（注）４

※ 新株予約権の発行時（2021年10月25日）における内容を記載しております。

(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行合は、次の算式により付与株式数を調整、

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．新株予約権の取得に関する事項

① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が（注）５に定める規定により、権利を行使する条件に該当しな

くなった場合には、新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新

設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取

得することができる。

③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第２３６条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、
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再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿

って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、

本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

（注）３に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）」に準じて

決定する。

５．新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員の地位にあることを要

する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定める

ところによる。
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第４回新株予約権

当社は、ストック・オプション制度に準じた制度として、第４回新株予約権を発行しております。

現在及び将来の当社の役職員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することで、当社の

価値向上に寄与することを目的として、2021年11月26日開催の臨時株主総会決議及び普通種類株主総会決議に基

づき、2021年11月30日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」（以下「本信託」

という。）を設定しております。本信託に基づき、佐上峻作は受託者に資金を信託し、当社は2021年11月30日に

コタエル信託株式会社に対して第４回新株予約権を発行しております。

本信託は、当社の現在及び将来の役職員に対して、その功績に応じて、第４回新株予約権を配分するものであ

り、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、現在の役職員に対して、将来の功績評価をも

とにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能とするとともに、将来採用された役職員に対しても、関与

時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従ってインセンティブを分配することを可能とするもので

あります。第４回新株予約権の分配を受けた者は、第４回新株予約権の発行要領及び取り扱いに関する契約の内

容に従って、当該新株予約権を行使することができます。

本信託の概要は以下のとおりであります。

名称 新株予約権信託（時価発行新株予約権信託®）

委託者 佐上 峻作

受託者 コタエル信託株式会社

受益者
受益者候補の中から本信託に係る信託契約の定めるところにより指定さ
れた者

信託契約日 2021年11月29日

信託の新株予約権（個） 308,000

信託期間満了日（受益者指定日） 2022年６月30日

信託の目的
当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者によ
る第４回新株予約権の引受け、払込みにより、本提出日現在において第
４回新株予約権308,000個が信託の目的となっております。

受益者適格要件
当社の取締役、監査役、従業員及び顧問のうち、一定の条件を満たす者
を受益候補者とし、当社が指定し、本信託に係る信託契約の定めるとこ
ろにより、受益者として確定したものを受益者とします。

第４回新株予約権の概要は以下のとおりであります。

決議年月日 2021年11月26日

付与対象者の区分及び人数(名) 信託会社 １

新株予約権の数（個） ※ 308,000 （注）２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株） ※

普通株式 308,000 (注)２、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ 1,086 （注）４

新株予約権の行使期間 ※ 自 2021年11月30日 至 2041年11月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円） ※

発行価格 1,089
資本組入額 545

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する
ものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
※

（注）６

※ 新株予約権の発行時（2021年11月26日）における内容を記載しております。
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(注)１．本新株予約権は、新株予約権1個につき３円で有償発行しています。

２．本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式１株と

する。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整

の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金1,086円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換及び株式交付

による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

４．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2023年９月期において、当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には

連結損益計算書）に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を

行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当

社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書（連結損益計算書を作成し

ている場合には連結損益計算書）に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が

判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値

の調整を行うことができるものとする。

② 上記①に関わらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて、次に

掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないも

のとする。

（a）1,086円（ただし、（注）３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回

る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき（ただし、払込金額が会社法第199条第３項・

同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる

価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。）。

（b）1,086円（ただし、（注）３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回

る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき（ただし、当該行使価額が当該新株予約権の

発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。）。
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（c）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1,086円（ただし、（注）３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下

回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（ただし、当該取引時点における株価よりも著

しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。）。

（d）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,086円（ただし、（注）３に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回る価格となったとき。

③ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．本新株予約権の取得事由及び条件

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が

別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、当社と契

約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。

（２）新株予約権者が権利行使をする前に、（注）４に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社

が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。

６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、

以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、（注）２ に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

（注）３で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、（注）６．（３）に従って決定

される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日

から、本新株予約権を更新することができる期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

（注）４に準じて決定する。
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（９）新株予約権の取得事由及び条件

（注）５に準じて決定する。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年12月31日 ―

普通株式
4,950,000

Ａ種優先株式
550,000

Ｂ種優先株式
660,000

― 205,565 ― 205,555

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式
4,950,000

Ａ種優先株式※
550,000

Ｂ種優先株式※
660,000

4,950,000

550,000

660,000

完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式であります。
※完全議決権株式であり、権利内容
として残余財産分配権を株式の払込
価額の１倍とする株式であります。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 6,160,000 ― ―

総株主の議決権 ― 6,160,000 ―

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (2007年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期会計期間(2021年10月１日から2021年12月31日まで)及び第１四半期累計期間(2021

年10月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、ＰｗＣ京都監査法人による四半期レビューを受

けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,673,514

売掛金 4,692

その他 37,480

流動資産合計 1,715,687

固定資産

有形固定資産 21,215

無形固定資産 7,147

投資その他の資産 148,968

固定資産合計 177,332

資産合計 1,893,019

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 19,890

未払法人税等 219,851

未払消費税 85,006

その他 174,562

流動負債合計 499,310

固定負債

長期借入金 125,110

リース債務 3,739

固定負債合計 128,849

負債合計 628,159

純資産の部

株主資本

資本金 205,565

資本剰余金 205,555

利益剰余金 852,814

株主資本合計 1,263,935

新株予約権 924

純資産合計 1,264,859

負債純資産合計 1,893,019
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

売上高 1,010,356

売上原価 121,513

売上総利益 888,843

販売費及び一般管理費 177,726

営業利益 711,116

営業外収益

雑収入 20

営業外収益合計 20

営業外費用

支払利息 82

新株予約権発行費 5,077

営業外費用合計 5,160

経常利益 705,976

特別利益

固定資産売却益 33

特別利益合計 33

税引前四半期純利益 706,010

法人税等 219,851

四半期純利益 486,158
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84条ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、当第１四半期累計期間の損益に与える

影響はありません。

収益認識会計基準等を適用したことにより、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた

「前受金」は、当第１四半期会計期間より「流動負債」の「契約負債」として「その他」に含めて表示してお

ります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期財務諸表へ

の影響はありません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)

前事業年度の新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影

響に関する会計上の見積り)に記載した会計上の見積りにおける新型コロナウイルス感染症による影響に関する

仮定について重要な変更はありません。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

当第１四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 3,987千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期
損益計算書
計上額
（注）３Ｍ＆Ａ仲介 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 1,007,571 1,007,571 2,785 1,010,356 ― 1,010,356

外部顧客への売上高 1,007,571 1,007,571 2,785 1,010,356 ― 1,010,356

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,007,571 1,007,571 2,785 1,010,356 ― 1,010,356

セグメント利益 784,817 784,817 1,376 786,194 △75,077 711,116

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＷＥＢマーケティング支援

事業であります。

２．セグメント利益の調整額△75,077千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれており

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載の通りであります。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益 26円31銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 486,158

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 486,158

普通株式の期中平均株式数(株) 6,160,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

―

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．当社は、2021年１月12日付で株式１株につき500株の割合で、また2022年３月16日付で株式１株につき３株の

割合で株式分割を行っておりますが、第３期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期

純利益を算定しております。
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(重要な後発事象)

（優先株式の取得及び消却）

当社は、株主からの株式取得請求権行使を受けたことにより、2022年２月10日付でＡ種優先株式及びＢ種優

先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したＡ種

優先株式及びＢ種優先株式の全てについて会社法第178条の規定に基づき、2022年２月14日開催の取締役会決議

により、同日付で消却しております。

（1）取得及び消却した株式数

Ａ種優先株式 550,000株

Ｂ種優先株式 660,000株

（2）交換により交付した普通株式数 1,210,000株

（3）交付後の発行済普通株式数 6,160,000株

（単元株制度の採用）

2022年３月４日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部変更が行われ、１単元を100株とする

単元株制度を採用しております。

（株式分割）

当社は、2022年２月21日開催の取締役会決議により、2022年３月16日付で株式分割を行っております。

（1）株式分割の目的

株式上場を見据え、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、投資単位当たりの金額を引き下げ、

当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。

（2）株式分割の概要

① 分割の方法

2022年３月15日を基準日として、同日最終の株主名後に記載又は記録された株主の有する普通株式を、

１株につき３株で分割いたしました。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 6,160,000株

今回の株式分割により増加する株式数 12,320,000株

株式分割後の発行済株式数 18,480,000株

株式分割後の発行可能株式総数 70,000,000株

③ 株式分割の効力発生日

2022年３月16日

④ １株当たり情報に及ぼす影響

１株当たり情報に及ぼす影響については、（１株当たり情報）に反映されております。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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